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COPYRIGHT(C) NCMA,JAPAN CO . LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

チャイルドマインダーマッチング「子ごころ」概要

参考資料 回 答

登録人数 サイト利用者：延べ人数 1000 人 チャイルドマインダー登録者：延べ人数 380 人

年間マッチング件数 860 件（平成 25 年度実績）

利用方法 資料①

利用の多い曜日・時間帯 資料② 別紙参照

利用料金 資料③

保育者の身分確認 資料④

会員登録フォーム用紙（資料④）にて確認。

氏名・年齢・性別・自宅住所（※H26 4 月より、保険証、もしくは免許証のコピーを提出、番号を控える方針）

保育実施場所・保育時間・資格（資格証コピー）・サービス内容・保険加入の有無・保育可能な人数を把握。

経緯

Ｈ19 経済産業省より委託を受け開発。

子育て家庭のさまざまな保育ニーズに柔軟に対応する保育環境の充実をはかることを目指し、保護者に安心して

ご利用いただくことを使命にしている。また同時に、質の高い保育人材であるチャイルドマインダーの更なる

普及も目指す。

利用者、保育者との

取り決めについて
資料⑤

[対 利用者]  個人情報の取り扱いに関して（資料⑤）

契約時における詳細な保育依頼内容のやり取り徹底を利用者にも依頼する。

[対 保育者] 当ネットワーク会員限定の登録であり、会則・遵守規則の徹底を図る。

毎年最低 1 回の現任研修、2 年ごとの救急救護法更新を必修。

利用者と保育者の

取り決めについて

事前面談後、契約書・同意書（SIDS）・パーソナルデータ・デイケアレポート（保育当日）など書面を交わし、

控えを双方で保管する。事故の場合の補償については、賠償責任保険（施設所有管理者・生産物）にて対応。

1 事故最大 5 億円 1 人最大 2 億円 対物賠償 1 事故 500 万円 免責金額 0 円
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東京 千葉 神奈川 埼玉 その他関東 中部 関西 九州 北海道 沖縄

600 40 80 50 0 40 50 0 0 0

0才 1才 2才 3才 4才 5才 6才 7才 8才 9才

220 190 110 30 100 120 70 10 10 0

6:00～ 7:00～ 8:00～ 9:00～ 10:00～ 11:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～

0 60 90 170 80 40 50 50 80 70

16:00～ 17:00～ 18:00～ 19:00～ 20:00～ 21:00～ 22:00～ 23:00～ 0:00～ 1:00～

30 30 70 20 0 0 0 0 20 0

1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間

50 180 170 110 30 80 70 20 20 10

11時間 12時間 13時間 14時間 15時間 16時間 17時間 18時間 19時間 20時間以上

10 30 0 30 10 30 0 0 0 10

670 190

一時保育 定期利用

620 240

1回の保育で利用した時間

　　　　　　　　　チャイルドマインダーマッチングサイト「子ごころ」（平成25年4月1日～平成26年3月31日集計／単位：件）

Copyright(c) NCMA,Japan co . LTD. 2014 All Rights Reserved.資料 ②

エリア別 利用者件数

お預かりした子どもの年齢の件数

利用開始時間帯

利用形態

1回の利用合計人数

1人保育 兄弟保育
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資料② COPYRIGHT(C) NCMA,JAPAN CO . LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

株式会社エヌシーエムエージャパン チャイルドマインダー養成セミナー

「子ごころ」エリア別 利用者件数 860 件集計

東京, 600

千葉, 40

神奈川, 80

埼玉, 50

その他関東, 0
中部, 40

関西, 50

九州, 0北海道, 0 沖縄, 0
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資料② COPYRIGHT(C) NCMA,JAPAN CO . LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.
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資料② COPYRIGHT(C) NCMA,JAPAN CO . LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.
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資料② COPYRIGHT(C) NCMA,JAPAN CO . LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

1時間
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11時間
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17時間

18時間

19時間

20時間以上
利

用
合

計
時

間

1回の保育で利用した時間
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資料② COPYRIGHT(C) NCMA,JAPAN CO . LTD. 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

利用形態と 1 回の利用合計人数 860 件集計

一時保育, 620

定期保育, 240

1人保育, 670

兄弟保育, 180

不明, 10
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⑤

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
つ

い
て

Ｎ
Ｃ

Ｍ
Ａ

,Japan
は

、
「

個
人

情
報

保
護

方
針

」
に

従
い

、
ご

本
人

の
個

人
情

報
を

次
の

と
お

り
適

切
に

取
扱

い
ま

す
。

■
Ｎ

Ｃ
M

Ａ
個

人
情

報
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

Ｎ
Ｃ

Ｍ
Ａ

,Japan
は

、
「

個
人

情
報

保
護

方
針

」
に

従
い

、
ご

本
人

の
個

人
情

報
を

次
の

と
お

り
適

切
に

取
扱

い
ま

す
。

１
．

個
人

情
報

の
利

用
目

的

Ｎ
Ｃ

Ｍ
Ａ

,Japan
は

、
ご

本
人

の
個

人
情

報
を

以
下

の
目

的
の

た
め

に
利

用
い

た
だ

き
、

目
的

の
範

囲
を

超
え

て
利

用
す

る

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。

＜
チ

ャ
イ

ル
ド

マ
イ

ン
ダ

ー
養

成
＞

・
受

講
に

関
す

る
資

料
送

付
お

よ
び

ご
連

絡
･ご

案
内

、
受

講
申

込
み

、
メ

ル
マ

ガ
配

信
・

通
学

ま
た

は
通

信
講

座
の

管
理

お
よ

び

連
絡

＜
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

員
＞

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
会

員
の

入
会

お
よ

び
連

絡
・

チ
ャ

イ
ル

ド
マ

イ
ン

ダ
ー

会
員

登
録

、
管

理
、

連
絡

お
よ

び
仕

事
の

委
託

・
紹

介

に
か

か
る

連
絡

＜
保

育
に

関
す

る
管

理
＞

・
安

心
保

育
予

約
サ

イ
ト

「
子

ご
こ

ろ
」

会
員

登
録

・
管

理
及

び
連

絡

＜
そ

の
他

＞

・
当

社
に

対
す

る
お

問
い

合
わ

せ
等

へ
の

対
応

・
当

社
従

業
者

等
の

人
事

・
雇

用
の

管
理

＜
ダ

イ
レ

ク
ト

マ
イ

ン
ダ

ー
一

時
保

育
＞

・
ダ

イ
レ

ク
ト

マ
イ

ン
ダ

ー
一

時
保

育
に

関
わ

る
ご

連
絡

･
ご

案
内

･
マ

ッ
チ

ン
グ

サ
ー

ビ
ス

の
提

供

※
特

定
の

機
微

な
個

人
情

報
が

含
ま

れ
る

場
合

は
、

十
分

認
識

し
て

慎
重

に
取

扱
い

ま
す

。

＜
保

育
士

資
格

取
得

講
座

＞

・
受

講
に

関
す

る
資

料
送

付
お

よ
び

ご
連

絡
･ご

案
内

、
受

講
申

込
み

、
メ

ル
マ

ガ
配

信

２
．

個
人

情
報

の
共

同
利

用
及

び
第

三
者

提
供

・
Ｎ

Ｃ
Ｍ

Ａ
,Japan

は
取

得
し

た
個

人
情

報
の

共
同

利
用

は
ご

ざ
い

ま
せ

ん
。

個
人

情
報

の
第

三
者

提
供

先

①
学

費
ロ

ー
ン

を
申

し
込

ま
れ

る
方

は
、

機
密

保
持

契
約

を
結

ん
だ

次
の

会
社

に
提

供
し

ま
す

。

・
提

供
す

る
会

社
―

株
式

会
社

ジ
ャ

ッ
ク

ス

・
提

供
す

る
目

的
－

学
費

ロ
ー

ン
、

請
求

、
回

収
案

内

・
提

供
す

る
個

人
情

報
－

氏
名

、
住

所
、

生
年

月
日

、
性

別
、

TEL
、

FAX
、

携
帯

電
話

番
号

、
勤

務
先

、
保

証
人

名
、

保
証

人
住

所・
管

理
責

任
者

－
株

式
会

社
エ

ヌ
シ

ー
エ

ム
エ

ー
ジ

ャ
パ

ン

・
取

得
方

法
－

受
講

申
込

書

②
チ

ャ
イ

ル
ド

マ
イ

ン
ダ

ー
養

成
講

座
を

申
し

込
ま

れ
る

方
は

、
機

密
保

持
契

約
を

結
ん

だ
次

の
会

社
に

提
供

し
ま

す
。
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⑤

・
提

供
す

る
会

社
－

Ｍ
Ｆ

Ａ
ジ

ャ
パ

ン
株

式
会

社

・
提

供
す

る
目

的
－

幼
児

・
小

児
救

急
救

護
法

講
習

受
講

、
国

際
修

了
カ

ー
ド

発
行

・
提

供
す

る
個

人
情

報
－

氏
名

、
住

所
、

TEL
・

管
理

責
任

者
－

株
式

会
社

エ
ヌ

シ
ー

エ
ム

エ
ー

ジ
ャ

パ
ン

・
取

得
方

法
－

コ
ー

ス
修

了
報

告
書

③
チ

ャ
イ

ル
ド

マ
イ

ン
ダ

ー
検

定
試

験
を

申
し

込
ま

れ
る

方
は

､機
密

保
持

契
約

を
結

ん
だ

次
の

会
社

に
提

供
し

ま
す

・
提

供
す

る
会

社
－

N
PO

法
人

日
本

チ
ャ

イ
ル

ド
マ

イ
ン

ダ
ー

協
会

・
提

供
す

る
目

的
－

チ
ャ

イ
ル

ド
マ

イ
ン

ダ
ー

検
定

合
格

証
発

行

・
提

供
す

る
個

人
情

報
－

氏
名

・
管

理
責

任
者

－
株

式
会

社
エ

ヌ
シ

ー
エ

ム
エ

ー
ジ

ャ
パ

ン

ご
本

人
の

個
人

情
報

は
、

上
記

の
提

供
先

お
よ

び
次

の
場

合
を

除
き

第
三

者
に

提
供

す
る

こ
と

は
い

た
し

ま
せ

ん
。

①
法

令
に

基
づ

く
場

合

②
人

の
生

命
、

身
体

又
は

財
産

の
保

護
の

た
め

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
ご

本
人

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と

き③
公

衆
衛

生
の

向
上

又
は

児
童

の
健

全
な

育
成

の
推

進
の

た
め

に
特

に
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
ご

本
人

の
同

意
を

得
る

こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

き

④
国

の
機

関
若

し
く

は
地

方
公

共
団

体
又

は
そ

の
委

託
を

受
け

た
者

が
法

令
の

定
め

る
事

務
を

遂
行

す
る

こ
と

に
対

し
て

協
力

す

る
必

要
が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

、
ご

本
人

の
同

意
を

得
る

こ
と

に
よ

り
当

該
事

務
の

遂
行

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

き

３
．

個
人

情
報

の
委

託

ご
本

人
の

個
人

情
報

を
当

社
が

委
託

す
る

場
合

は
、

そ
の

取
り

扱
い

を
委

託
さ

れ
た

個
人

情
報

の
安

全
管

理
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
委

託
を

受
け

た
者

に
対

す
る

必
要

か
つ

適
切

な
監

督
を

行
い

ま
す

。

４
．

個
人

情
報

保
護

管
理

者
株

式
会

社
エ

ヌ
シ

ー
エ

ム
エ

ー
ジ

ャ
パ

ン
営

業
事

業
部

部
門

長
連

絡
先

は
以

下
に

示
し

ま
す

。

５
．

個
人

情
報

の
開

示
・

訂
正

等

お
客

さ
ま

ご
本

人
又

は
そ

の
代

理
人

か
ら

の
利

用
目

的
の

通
知

、
個

人
情

報
の

開
示

、
内

容
の

訂
正

、
追

加
又

は
削

除
、

利
用

の
停

止
、

消
去

及
び

第
三

者
へ

の
提

供
の

停
止

を
希

望
さ

れ
る

場
合

は
、

以
下

の
窓

口
に

て
承

っ
て

お
り

ま
す

。
な

お
、

利
用

目
的

の
通

知
ま

た
は

開
示

の
請

求
に

関
し

て
の

手
続

き
に

伴
う

手
数

料
は

７
０

０
円

と
い

た
し

ま
す

。

６
．
「

ク
ッ

キ
ー

（
Cookie

）」
使

用
に

つ
い

て

こ
の

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
は

、
ご

本
人

が
再

度
こ

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

ア
ク

セ
ス

さ
れ

た
時

に
一

層
便

利
に

利
用

し
て

い
た

だ
け

る
よ

う
、
「

ク
ッ

キ
ー

」
と

い
う

技
術

を
使

用
し

て
い

る
ペ

ー
ジ

が
あ

り
ま

す
。

７
．

連
絡

先
ま

た
は

個
人

情
報

相
談

窓
口

株
式

会
社

エ
ヌ

シ
ー

エ
ム

エ
ー

ジ
ャ

パ
ン

〒
151-0053

東
京

都
渋

谷
区

代
々

木
1-39-11-1304

個
人

情
報

相
談

窓
口

電
話

番
号

03-5371-3196
(受

付
時

間
：

平
日

(月
～

金
)：

10
：

00
～

17
：

00)
FAX

番
号

03-5371-3070
E-m

ail
info@hoiku.co.jp
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⑤

８
．

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

に
つ

い
て

当
社

は
､「

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
」

第
37

条
第

1
項

に
基

づ
き

経
済

産
業

大
臣

お
よ

び
総

務
大

臣
よ

り
認

定
を

受
け

た
認

定
個

人
情

報
保

護
団

体
で

あ
る

「
一

般
財

団
法

人
日

本
情

報
経

済
社

会
推

進
協

会
」

の
対

象
事

業
者

で
す

。

認
定

個
人

情
報

保
護

団
体

の
名

称
：

一
般

財
団

法
人

日
本

情
報

経
済

社
会

推
進

協
会

苦
情

の
解

決
の

申
出

先
：

個
人

情
報

保
護

苦
情

相
談

室
住

所

〒
106-0032 東

京
都

港
区

六
本

木
一

丁
目

９
番

９
号

六
本

木
フ

ァ
ー

ス
ト

ビ
ル

内

電
話

番
号

03-5860-7565
0120-700-779

【
当

社
の

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
問

合
せ

先
で

は
ご

ざ
い

ま
せ

ん
】
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個
人

情
報

保
護

方
針

株
式

会
社

エ
ヌ

シ
ー

エ
ム

エ
ー

ジ
ャ

パ
ン

（
以

下
、

N
CM

A,Japan
と

い
い

ま
す

）
は

、
日

本
の

家
庭

保
育

の
発

展
を

目
指

し
、

保
育

士
及

び
チ

ャ
イ

ル
ド

マ
イ

ン
ダ

ー
教

育
事

業
を

は
じ

め
、

保
育

士
及

び
チ

ャ
イ

ル
ド

マ
イ

ン
ダ

ー
と

子
育

て
家

庭
と

を
結

ぶ
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

業
及

び
企

業
や

団
体

と
の

提
携

に
よ

る
託

児
サ

ー
ビ

ス
事

業
を

通

し
て

、
お

預
か

り
し

た
個

人
情

報
及

び
従

業
員

の
個

人
情

報
を

よ
り

厳
正

に
取

扱
う

事
を

基
本

理
念

と
し

、
以

下
の

方
針

に
基

づ
き

個
人

情
報

の
保

護
に

努
め

ま
す

。

1. N
CM

A,Japan
は

、
個

人
情

報
の

取
扱

に
関

す
る

法
令

、
国

が
定

め
る

指
針

そ
の

他
の

規
範

を
遵

守
す

る
た

め
、

個
人

情
報

マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
、

適
切

に
運

用
し

ま
す

。

2. N
CM

A,Japan
は

、
個

人
情

報
を

取
得

す
る

際
に

は
、

事
前

に
利

用
目

的
及

び
提

供
の

有
無

を
明

確
に

し
、

ご
本

人
の

同
意

を

得
た

上
で

、
目

的
の

範
囲

内
に

お
い

て
適

切
に

利
用

し
、

目
的

外
利

用
を

行
わ

な
い

た
め

の
措

置
を

講
じ

ま
す

。

3. N
CM

A,Japan
は

、
個

人
情

報
を

第
三

者
と

の
間

で
共

同
利

用
ま

た
は

提
供

し
、

並
び

に
、

個
人

情
報

の
取

扱
い

を
委

託
す

る

場
合

に
は

、
十

分
な

保
護

水
準

を
満

た
し

た
も

の
を

選
定

し
、

契
約

等
に

よ
り

適
切

な
措

置
を

講
じ

ま
す

。

4. N
CM

A,Japan
は

、
個

人
情

報
へ

の
不

正
ア

ク
セ

ス
、

個
人

情
報

の
漏

え
い

、
滅

失
又

は
き

損
の

防
止

並
び

に
是

正
に

努
め

ま

す
。

5. N
CM

A,Japan
は

、
個

人
情

報
に

関
す

る
苦

情
及

び
相

談
、

並
び

に
個

人
情

報
の

開
示

等
の

要
請

に
対

し
て

、
適

切
か

つ
迅

速

に
対

応
い

た
し

ま
す

。

6. N
CM

A,Japan
は

、
個

人
情

報
保

護
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

継
続

的
に

改
善

い
た

し
ま

す
。

2007
年

8
月

1
日

（
制

定
）

2014
年

4
月

25
日

（
改

定
）

株
式

会
社

エ
ヌ

シ
ー

エ
ム

エ
ー

ジ
ャ

パ
ン

代
表

取
締

役
西

内
久

美
子

個
人

情
報

の
取

扱
い

に
関

す
る

苦
情

、
相

談
等

の
問

合
せ

先

個
人

情
報

相
談

窓
口

TEL
：

03-5371-3196
FAX

：
03-5371-3070

E-m
ail：

info@hoiku.co.jp
受

付
時

間
：

月
～

金
曜

日
10

：
00

～
17

：
00
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■
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
に

つ
い

て

弊
社

は
業

務
上

知
り

得
た

会
員

の
情

報
を

他
に

漏
ら

す
こ

と
の

な
い

よ
う

、
会

員
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

に
十

分
注

意
を

払
う

も
の

と
し

ま
す

。
但

し
、

会
員

は
弊

社
と

機
密

保
持

契
約

を
結

ん
だ

各
カ

ー
ド

会
社

や
そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

間
に

お
い

て
、

会
員

の
属

性
、

信
用

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

状
況

な
ど

に
伴

う
情

報
提

供
ま

た
は

交
換

が
な

さ
れ

る
こ

と
を

承
認

す
る

も
の

と
し

ま
す

。

ま
た

、
業

務
提

携
な

ど
に

よ
る

法
人

契
約

を
介

し
て

入
会

し
た

会
員

の
場

合
は

そ
の

契
約

主
体

の
法

人
に

対
し

て
も

同
様

の
承

認
を

す
る

も
の

と
し

ま
す

。

尚
、

次
の

ケ
ー

ス
に

お
い

て
も

個
人

情
報

を
開

示
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

（
１

）
会

員
が

、
個

人
情

報
の

開
示

に
同

意
し

て
い

る
場

合
。

（
２

）
法

令
に

よ
り

開
示

を
求

め
ら

れ
た

場
合

。

（
３

）
弊

社
が

本
サ

ー
ビ

ス
の

利
用

動
向

分
析

の
た

め
収

集
し

た
統

計
個

人
情

報
（

個
人

の
特

定
で

き
な

い
情

報
等

）
を

開
示

す
る

場
合

。

（
４

）
協

力
会

社
と

連
携

し
て

業
務

を
行

う
場

合
。

こ
の

場
合

、
協

力
会

社
に

対
し

て
も

適
切

な
管

理
を

要
求

い
た

し
ま

す
。

（
５

）
他

の
お

客
様

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

、
弊

社
、

ま
た

は
そ

の
他

の
第

三
者

の
権

利
、

利
益

、
名

誉
、

信
用

等
を

保
護

す
る

為
と

弊
社

が
判

断
し

た
場

合

尚
、

本
サ

ー
ビ

ス
は

株
式

会
社

エ
ヌ

シ
ー

エ
ム

エ
ー

ジ
ャ

パ
ン

が
運

営
を

代
行

い
た

し
ま

す
。

個
人

情
報

の
管

理
に

つ
い

て
は

彩
ネ

ッ
ト

株
式

会
社

の
管

理
指

導
の

も
と

運
営

し
て

ま
い

り
ま

す
。

■
会

員
個

人
情

報
保

護
に

つ
い

て

弊
社

は
、

会
員

登
録

を
さ

れ
た

方
（

以
下

「
会

員
等

」）
の

個
人

情
報

を
弊

社
が

必
要

な
保

護
措

置
を

講
じ

た
上

で
次

の
と

お
り

取
扱

う
も

の
と

致
し

ま
す

。

１
弊

社
は

、
会

員
等

が
本

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
に

あ
た

り
、

次
の

個
人

情
報

を
収

集
し

ま
す

。

（
１

）
姓

名
、

郵
便

番
号

、
住

所
、

生
年

月
日

、
性

別
、

電
話

番
号

、
電

子
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

等
の

会
員

が
ご

利
用

時
ま

た
は

会
員

登
録

時
に

届
け

出
た

事
項

。

（
２

）
サ

ー
ビ

ス
内

容
、

申
し

込
み

内
容

等
の

本
サ

ー
ビ

ス
利

用
に

関
す

る
事

項

（
３

）
決

済
情

報
（

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

種
別

・
番

号
・

有
効

期
限

、
口

座
番

号
等

）

（
４

）
ア

ン
ケ

ー
ト

等
に

よ
り

収
集

し
た

事
項

。

２
弊

社
は

、
会

員
が

本
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

に
あ

た
り

次
の

目
的

の
た

め
に

、
個

人
情

報
を

利
用

し
ま

す
。

（
１

）
本

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

た
め

（
２

）
本

サ
ー

ビ
ス

の
運

営
や

サ
ー

ビ
ス

向
上

の
た

め
の

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
活

動
、

商
品

開
発

の
た

め

（
３

）
弊

社
な

ら
び

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

の
宣

伝
物

送
付

及
び

電
子

メ
ー

ル
等

の
販

売
促

進
の

た
め

（
電

子
メ

ー
ル

が
不

要
な

場
合

は
、

弊
社

所
定

の
方

法
に

よ
り

電
子

メ
ー

ル
の

送
信

を
停

止
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
ま

す
）
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（
４

）
本

サ
ー

ビ
ス

を
よ

り
良

い
も

の
に

し
て

行
く

た
め

に
個

人
情

報
を

、
個

人
を

識
別

ま
た

は
特

定
で

き
な

い
形

式
で

統
計

的
な

情
報

と
し

て
集

計
し

参
考

と
し

て
使

用
す

る
た

め
。

３
弊

社
は

、
業

務
提

携
ま

た
は

機
密

保
持

契
約

を
結

ん
だ

提
携

先
に

対
し

、
次

の
場

合
に

個
人

情
報

を
提

供
し

、
提

携
先

が
利

用

す
る

こ
と

と
致

し
ま

す
。

ま
た

、
会

員
へ

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
に

あ
た

り
必

要
と

な
る

場
合

、
弊

社
は

、
個

人
情

報
を

提
携

先
と

共
有

い
た

し
ま

す
。

（
１

）
本

サ
ー

ビ
ス

の
本

来
的

・
付

帯
的

な
機

能
・

サ
ー

ビ
ス

等
の

提
供

及
び

会
員

の
依

頼
に

基
づ

く
サ

ー
ビ

ス
等

の
提

供
の

た
め

機
密

保
持

契
約

ま
た

は
業

務
提

携
を

結
ん

だ
各

カ
ー

ド
会

社
や

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
と

の
間

で
取

り
次

ぎ
を

す
る

場
合

（
２

）
業

務
提

携
企

業
が

保
有

す
る

紙
媒

体
、

テ
レ

ビ
、

ラ
ジ

オ
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
媒

体
な

ど
に

お
い

て
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

を
行

い
広

告
宣

伝
等

の
た

め
利

用
す

る
場

合
。

４
弊

社
は

、
弊

社
な

ら
び

に
サ

ー
ビ

ス
提

供
者

の
業

務
の

全
部

ま
た

は
一

部
を

第
三

者
に

委
託

す
る

場
合

に
、

業
務

の
遂

行
に

必

要
な

範
囲

で
個

人
情

報
を

預
託

し
、

当
該

業
務

を
委

託
先

に
委

託
す

る
こ

と
と

致
し

ま
す

。

５
弊

社
の

宣
伝

物
を

送
付

及
び

電
子

メ
ー

ル
等

で
送

る
場

合
。

６
弊

社
は

、
退

会
後

、
会

員
本

人
の

意
思

に
よ

り
デ

ー
タ

の
抹

消
を

希
望

さ
れ

た
場

合
、

デ
ー

タ
の

抹
消

を
応

じ
る

も
の

と
し

ま

す
。

７
本

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
伴

う
弊

社
か

ら
利

用
者

へ
の

通
知

等
は

、
利

用
者

が
本

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
に

際
し

弊
社

に
届

け
出

た
住

所

ま
た

は
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

に
対

し
て

配
送

さ
れ

る
も

の
と

し
ま

す
。

尚
、

変
更

届
出

・
通

知
の

不
備

、
遅

滞
あ

る
い

は
誤

り
が

原
因

で
通

知
及

び
送

付
物

の
不

達
等

が
生

じ
て

も
、

弊
社

は
利

用
者

そ
の

他
の

第
三

者
に

対
し

何
ら

の
責

任
も

負
わ

な
い

も
の

と
し

ま
す

。

８
弊

社
は

、
会

員
が

支
払

い
の

為
カ

ー
ド

情
報

を
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
に

入
力

さ
れ

た
時

は
、

決
済

の
終

了
後

、
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
か

ら

削
除

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

９
本

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

を
通

じ
て

お
客

様
が

ア
ク

セ
ス

で
き

る
第

三
者

の
サ

イ
ト

及
び

サ
ー

ビ
ス

等
、

リ
ン

ク
先

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト

で
独

自
に

収
集

さ
れ

る
個

人
情

報
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

弊
社

は
一

切
関

知
い

た
し

ま
せ

ん
。

そ
の

た
め

、
こ

れ
ら

の
企

業
も

し
く

は
サ

イ
ト

に
お

け
る

独
立

し
た

規
定

や
活

動
に

対
し

て
弊

社
は

、
一

切
の

義
務

や
責

任
を

負
い

ま
せ

ん
。

そ
れ

ぞ
れ

の
サ

イ
ト

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
を

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

■
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
の

更
新

と
管

理
に

つ
い

て

１
個

人
情

報
保

護
を

図
る

為
に

、
法

令
等

の
変

更
や

必
要

に
応

じ
て

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
ポ

リ
シ

ー
を

改
訂

す
る

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

そ
の

際
は

、
最

新
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

ポ
リ

シ
ー

を
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
に

掲
載

い
た

し
ま

す
。

２
弊

社
は

、
個

人
情

報
を

管
理

す
る

責
任

部
門

に
お

い
て

責
任

者
を

配
置

し
、

そ
の

者
が

個
人

情
報

の
適

切
な

管
理

を
指

導
し

て

い
ま

す
。

第
三

者
に

全
部

ま
た

は
一

部
を

委
託

す
る

場
合

も
同

様
の

も
の

と
し

ま
す

。
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【
お

問
合

せ
先

】

株
式

会
社

エ
ヌ

シ
ー

エ
ム

エ
ー

ジ
ャ

パ
ン

個
人

情
報

保
護

方
針

は
こ

ち
ら

か
ら

個
人

情
報

顧
客

相
談

窓
口

151-0053
東

京
都

渋
谷

区
代

々
木

1-39-11-1304
E-m

ail：
privacy@hoiku.co.jp

■
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

つ
い

て

当
サ

イ
ト

で
は

、
お

客
様

の
個

人
情

報
を

不
正

な
ア

ク
セ

ス
か

ら
守

る
為

に
デ

ー
タ

転
送

に
SSL （

Sec ure Socket Layer）
と

い
う

業
界

標
準

の
暗

号
方

式
を

採
用

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
Firew

 all（
フ

ァ
イ

ア
ウ

ォ
ー

ル
）

と
い

う
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
シ

ス
テ

ム

を
利

用
す

る
等

の
方

法
に

よ
り

外
部

か
ら

の
不

正
ア

ク
セ

ス
や

情
報

の
漏

洩
防

止
の

努
力

を
し

て
お

り
ま

す
。

■
ク

ッ
キ

ー
（

Cookie）
に

つ
い

て

ク
ッ

キ
ー

（
Cookie）

と
は

、
お

客
様

の
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
に

一
時

的
に

テ
キ

ス
ト

デ
ー

タ
を

保
存

す
る

仕
組

み
の

こ
と

で
す

。
当

サ

イ
ト

で
は

、
ロ

グ
イ

ン
や

購
入

な
ど

の
機

能
を

ス
ト

レ
ス

な
く

お
使

い
い

た
だ

く
た

め
、

ク
ッ

キ
ー

を
利

用
し

た
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
ま

す
。

ク
ッ

キ
ー

の
関

知
や

、
使

用
を

許
可

す
る

か
ど

う
か

は
、

お
客

様
の

W
eb

ブ
ラ

ウ
ザ

で
設

定
で

き
ま

す
。

必
要

に
応

じ
て

設
定

を
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

但
し

、
ク

ッ
キ

ー
の

使
用

を
許

可
し

な
い

場
合

は
、

当
サ

イ
ト

の
サ

ー
ビ

ス
が

利
用

で
き

な
い

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

■
W

EB
ブ

ラ
ウ

ザ
に

お
け

る
ク

ッ
キ

ー
の

許
可

設
定

は

【
Internet Explorer 6.x

の
場

合
】

ク
ッ

キ
ー

の
設

定
画

面
が

表
示

さ
れ

ま
す

。
[自

動
Cookie

処
理

を
上

書
き

す
る

]と
い

う
項

目
を

チ
ェ

ッ
ク

し
て

下
さ

い
。

フ
ァ

ー
ス

ト
パ

ー
テ

ィ
ー

、
サ

ー
ド

パ
ー

テ
ィ

ー
共

[受
け

入
れ

る
]を

選
択

し
ま

す
。

そ
の

下
の

[常
に

セ
ッ

シ
ョ

ン
Cookie を

許
可

す
る

]も
チ

ェ
ッ

ク
し

ま
す

。

O
K

ボ
タ

ン
を

押
し

て
適

用
ボ

タ
ン

を
押

せ
ば

設
定

は
完

了
し

ま
す

。

■
Ｓ

Ｓ
Ｌ

に
つ

い
て

SSL は
、

ウ
ェ

ブ
サ

ー
バ

と
ウ

ェ
ブ

ブ
ラ

ウ
ザ

間
の

デ
ー

タ
の

や
り

と
り

を
暗

号
化

す
る

通
信

プ
ロ

ト
コ

ル
で

す
。

通
常

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
で

は
、

デ
ー

タ
送

信
時

に
、

パ
ソ

コ
ン

と
目

的
地

の
間

に
複

数
の

ル
ー

タ
ー

を
経

由
し

て
デ

ー
タ

が
送

ら
れ

ま
す

。
よ

っ
て

、

入
力

さ
れ

た
デ

ー
タ

は
、

盗
聴

・
改

ざ
ん

さ
れ

る
可

能
が

あ
り

ま
す

。
し

か
し

、
SSL を

利
用

し
た

ペ
ー

ジ
で

送
信

さ
れ

た
デ

ー
タ

は
、

ブ
ラ

ウ
ザ

上
で

暗
号

化
さ

れ
、

目
的

地
の

サ
ー

バ
で

は
じ

め
て

解
読

さ
れ

記
録

さ
れ

ま
す

の
で

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
レ

ベ
ル

が
よ

り
高

く
な

り
ま

す
。

※
学

校
や

会
社

な
ど

で
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

を
使

用
さ

れ
て

い
る

場
合

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

設
定

に
よ

っ
て

は
、

SSL の
ペ

ー
ジ

が
ご

利
用

い
た

だ
け

な
い

場
合

が
ご

ざ
い

ま
す

。
画

面
上

に
何

も
表

示
さ

れ
な

い
場

合
な

ど
が

そ
の

ケ
ー

ス
に

あ
た

り
ま

す
。

何
も

表
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資
料

⑤

示
さ

れ
な

い
画

面
が

出
て

き
た

ら
、

サ
ー

バ
管

理
者

の
方

に
相

談
し

て
み

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
SSL に

対
応

し
て

い
な

い
ブ

ラ

ウ
ザ

で
は

ご
利

用
に

な
れ

ま
せ

ん
の

で
、

ご
了

承
く

だ
さ

い
。

■
会

員
Ｉ

Ｄ
パ

ス
ワ

ー
ド

の
発

行
に

つ
い

て

１
会

員
は

、
ID

番
号

お
よ

び
パ

ス
ワ

ー
ド

の
管

理
責

任
を

負
う

も
の

と
し

ま
す

。
特

に
パ

ス
ワ

ー
ド

は
絶

対
に

他
人

に
知

ら
れ

な
い

よ
う

に
し

て
下

さ
い

。

尚
、

弊
社

が
会

員
に

対
し

ID
番

号
、

パ
ス

ワ
ー

ド
を

尋
ね

る
こ

と
は

あ
り

ま
せ

ん
。

２
会

員
は

、
自

己
の

ID
番

号
お

よ
び

パ
ス

ワ
ー

ド
な

ど
の

使
用

に
起

因
し

て
生

じ
る

全
て

の
事

柄
に

対
し

て
全

責
任

を
負

い
、

自
己

の
ID

番
号

、
パ

ス
ワ

ー
ド

（
第

三
者

に
よ

る
不

正
ま

た
は

誤
使

用
を

含
む

）
に

起
因

し
て

会
員

に
生

じ
た

い
か

な
る

損
害

に

も
弊

社
は

責
任

を
負

い
ま

せ
ん

。

■
ロ

グ
イ

ン
と

は

ロ
グ

イ
ン

と
は

、
会

員
登

録
時

に
ご

登
録

い
た

だ
い

た
ID

と
パ

ス
ワ

ー
ド

で
認

証
す

る
こ

と
で

す
。
（

本
人

で
あ

る
か

を
判

断
す

る
）

面
談

予
約

、
保

育
予

約
な

ど
会

員
限

定
の

サ
ー

ビ
ス

を
申

込
み

す
る

場
合

に
ロ

グ
イ

ン
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

■
ロ

グ
ア

ウ
ト

と
は

ロ
グ

ア
ウ

ト
と

は
、

ロ
グ

イ
ン

し
て

い
る

状
態

に
お

い
て

、
そ

の
状

況
を

解
除

し
て

認
証

し
て

い
な

い
状

態
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

一
定

時
間

を
過

ぎ
る

と
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
管

理
上

、
ロ

グ
ア

ウ
ト

状
態

に
戻

り
ま

す
の

で
、

再
度

「
ロ

グ
イ

ン
し

て
く

だ
さ

い
」

と
聞

い
て

く
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。
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